
 

 

 

 

 

 

 

県では、平成２年に神奈川県個人情報保護条例を制定し、適宜改正を行ってきました。 

今般、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び行政機関の保有す

る個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 58 号）が改正されたことに伴い、平

成 29 年７月に条例改正を行ったところです。 

このたび、条例の細目や様式を定める「知事における個人情報の保護に関する神奈川県

個人情報保護条例施行規則の一部改正（案）」を作成しましたので、県民の皆様からの御意

見を募集します。 

 

 

◆ 募集期間  

  平成 29 年９月 25 日（月）から 平成 29 年 10 月 24 日（火）まで 

◆ 提出方法  

  ○ 郵 送 

    〒231-8588 神奈川県情報公開広聴課個人情報保護グループ あて 

※ 住所の記載は不要です。また、意見募集期間最終日必着とします。 

 

  ○ ファクシミリ  ０４５－２１０－８８３８ 

 

○ ホームページ 

http://www.pref.kanagawa.jp/pub/p1175691.html  

ホームページのフォームメールをご利用いただけます。 

◆ ご意見への対応  

お寄せいただいたご意見等につきましては、意見募集結果公表時に、県の考え方 

を整理したうえで公表します。 

 

（問合せ先） 

                   神奈川県 県民局 くらし県民部 情報公開広聴課 個人情報保護グループ 

電話 ０４５－２１０－３７２０（直通） 

  

県民局くらし県民部情報公開広聴課 

 「知事における個人情報の保護に関する神奈川県個

人情報保護条例施行規則の一部改正（案）」について、

御意見をお寄せください 

http://www.pref.kanagawa.jp/pub/p1175691.html


知事における個人情報の保護に関する神奈川県個人情報保護 

条例施行規則の一部改正（案）について 

 

１ 改正理由 

(1) 個人情報保護条例の改正 

個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び行政機関の保有する個

人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 58 号）が改正されたことに伴い、神奈

川県個人情報保護条例（平成２年神奈川県条例第６号。以下「条例」という。）が改正

され、法令等の規定に基づいて取り扱う場合その他一定の場合を除き、実施機関（県

の機関）が取り扱ってはならない個人情報に「病歴」等７項目が加わり、「要配慮個人

情報」と規定された。（平成 30 年１月１日施行） 

 

(2) 知事における個人情報の保護に関する神奈川県個人情報保護条例施行規則の改正が

必要な理由 

○ 実施機関が取り扱ってはならない個人情報として「心身の機能の障害」が追加さ

れ、条例上「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の実施機関

が定める心身の機能の障害があること（前号に該当するものを除く。）。」と規定され

ている（条例第６条第９号）。条例の各実施機関は、心身の機能の障害の内容を規定

する必要がある。 

 

○ 同じく、取り扱ってはならない個人情報の項目が追加されたこと等の理由により、

個人情報を取り扱う事務について実施機関が備えるべき個人情報事務登録簿の記載

内容にも変更が必要となる。条例の各実施機関は、使用する様式を改める必要があ

る。 

 

○ 実施機関である知事は、条例上実施機関が定めることとされた事項及び文書の様

式に係る事項を、知事における個人情報の保護に関する神奈川県個人情報保護条例

施行規則（平成２年神奈川県規則第 43 号。以下「規則」という。）により規定して

いるため、次の２点について規則を改正する必要がある。 

ア 実施機関が定める心身の機能の障害の規定 

イ 個人情報事務登録簿の様式 

 

２ 改正内容 

○ １(2)アについては、条例での要配慮個人情報の内容は、行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律（以下「法」という。）での要配慮個人情報と同じと整理してお

り、「心身の機能の障害」も法の内容と同じとする。具体的には、行政機関が保有する

個人情報の保護に関する法律施行規則（平成 29 年総務省令第 19 号）第５条で規定す

る障害と規定する。 

 

○ １(2)イについては、第１号様式として規定されている個人情報取扱事務登録簿につ

いて、例外的に取扱いを行っている要配慮個人情報を示す欄への項目の追加等所要の



改正を行う。 

 

３ 施行期日 

  １(1)の条例改正の施行日である平成 30 年１月１日から施行する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ファクシミリ ０４５－２１０－８８３８（送信票は不要です。） 
 

神奈川県県民局くらし県民部情報公開広聴課 個人情報保護グループあて 

 

「知事における個人情報の保護に関する神奈川県個人情報保護条例 

施行規則の一部改正（案）」について 
 

御 意 見 等 記 入 用 紙 

 

御 意 見 記 入 欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 問合せ先 神奈川県県民局くらし県民部情報公開広聴課 個人情報保護グループ 

  電話：０４５-２１０-３７２０（直通） 

  ※お電話での意見提出はお受けできませんのでご了承ください 


